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頼
瑜
僧
正
の
「
十
巻
章
」
の
注
釈
書
に
見
え
る

異
読
に
つ
い
て
（
一
）　
―
『
即
身
成
仏
義
』
―

小

林

靖

典

は
じ
め
に

　

頼
瑜
の
著
作
中
に
は
、「
文
点
に
云
く
」
や
「
文
点
を
読
む
べ
し
」
等
と
、
対
象
と
し
て
い
る
文
の
訓
じ
方
、
す
な
わ
ち
異
読
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
ば
、
な

ん
と
い
っ
て
も
古
義
方
の
本
地
身
説
と
新
義
方
の
加
持
身
説
と
の
教
主
義
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
大
日
経
疏
』
に
「
薄

伽
梵
は
即
ち
毘
盧
遮
那
本
地
法
身
な
り
」
と
あ
る
文
に
続
く
、

次
云
如
来
。
是
仏
加
持
身
。
其
所
住
處
。
名
仏
受
用
身
。�
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
五
八
〇
頁
・
上
段
）

と
い
う
文
に
対
し
、『
大
日
経
疏
指
心
鈔
』
の
中
で
頼
瑜
は
、「
文
点
に
云
く
」
と
し
て
、
二
様
の
訓
じ
方
を
提
示
し
、
自
身
の
自
性
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身
中
の
加
持
身
説
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
《
本
地
身
を
教
主
と
す
る
訓
じ
方
》

文
点
に
云
く
「
次
に
如
来
と
云
う
は
仏
加
持
身
な
り

0

0

0

0

0

0

。
其
れ
所
住
處
な
り

0

0

0

0

0

0

0

。
仏
受
用
身
と
名
づ
く
」
と
〈
云
云
〉。

�

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
九
巻
、
五
九
四
頁
・
中
段
）

　
《
加
持
身
を
教
主
と
す
る
訓
じ
方
》

文
点
に
云
く
「
次
に
如
来
と
云
う
は
仏
加
持
身
の
其
の
所
住
處
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
仏
受
用
身
と
名
づ
く
な
り
」
と
〈
云
云
〉。

�

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
九
巻
、
五
九
四
頁
・
下
段
）

と
、
あ
る
よ
う
に
、
古
義
方
（
本
地
身
説
）
の
訓
じ
方
と
新
義
方
（
自
性
身
中
の
加
持
身
説
）
の
訓
じ
方
を
挙
げ
て
お
り
、
前
者
は

本
地
身
が
教
主
と
な
っ
て
説
法
す
る
意
味
の
文
章
に
、
後
者
は
自
性
身
中
の
加
持
身
が
教
主
と
な
っ
て
説
法
す
る
意
味
の
文
章
と
な

り
、
相
違
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
頼
瑜
の
「
十
巻
章
」（
本
稿
で
は
『
即
身
成
仏
義
』）
に
対
す
る
頼
瑜
の
注
釈
書
を
調
査
し
、

こ
の
よ
う
な
訓
じ
方
の
相
違
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
、
頼
瑜
が
ど
の
よ
う
に
「
十
巻
章
」
を
理
解
し
て
た
の
か
を
、
そ
の
訓
じ
方

を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
頼
瑜
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
宥
快
や
杲
寶
等
の
解

釈
を
併
せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
頼
瑜
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
学
匠
た
ち
の
理
解
の
是
非
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ

な
い
こ
と
と
す
る
。
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一
、『
即
身
成
仏
義
』「
真
言
者
圓
壇　

先
置
於
自
体
」

『
即
身
成
仏
義
』

　
　

真
言
者
圓
壇
　
先
置
於
自
体　

自
足
而
至
臍　

成
大
金
剛
輪

　
　

從
此
而
至
心　

當
思
惟
水
輪　

水
輪
上
火
輪　

火
輪
上
風
輪

�

（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
、
五
一
〇
頁
・『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
巻
、
二
二
頁
）

�

『
大
日
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
八
巻
、
三
一
頁
・
上
段
）

イ
、
頼
瑜
の
解
釈

　

こ
の
最
初
の
半
偈
に
つ
い
て
、
伝
統
的
に
二
様
の
訓
じ
方（
１
）が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」

と
「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
じ
方
に
関
す
る
議
論
は
、
頼
瑜
撰
述
と
考
え
ら
れ
る
高
幡
山

金
剛
寺
所
蔵
本
の
『
即
身
義
愚
草
』「
空
輪
正
報
歟
事
」
に
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

問
う
、「
圓
壇
者
空（
２
）」
と
文
り
。
爾
ら
ば
、
今
此
の
空
輪
は
正
報
の
空
輪
と
云
う
べ
し
耶
。

答
う
、
云
云
。

難
じ
て
云
く
、
若
し
正
報
と
云
わ
ば
、
経
文
、
既
に
「
圓
壇
」
と
云
う
。
此
の
「
壇
」
の
言
の
表
す
る
所
、
豈
に
依
報
の
空
輪

に
非
ず
耶
。
若
し
之
れ
に
依
っ
て
爾
り
と
云
わ
ば
、
下
文
、
既
に
正
法
の
四
輪
を
説
け
り
。
今
文
、
豈
に
正
報
の
空
輪
に
非
ざ
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る
耶
。
就
中
、「
先
置
於
自
体
」
の
綴
文
、
空
輪
を
以
て
自
体
に
置
く
に
非
ざ
る
耶
。
如
何
。

答
う
、
今
の
「
圓
壇（
３
）」

と
は
依
報
の
空
輪
な
る
べ
し
。
其
の
故
は
、
疏
家
は
依
正
二
報
の
五
輪
を
釈
す
時
に
は
、
正
報
に
於
て

は
唯
だ
四
輪
の
み
を
釈
す
る（
４
）義
、
今
の
経
文
に
相
い
叶
え
り
。
次
に
依
報
の
五
輪
を
釈
し
て
「
次
観
壇
地（
５
）」
と
文
り
。
圓
壇
の

起
尽
を
存
す
る
に
非
ず
耶
。
故
に
知
ん
ぬ
、「
圓
壇
」
は
依
報
の
空
輪
を
説
い
て
正
報
の
空
輪
を
顕
し
、
四
輪
は
正
報
の
輪
を

説
い
て
、
又
た
依
報
の
四
輪
を
彰
す
な
り
。
但
し
綴
文
の
難
に
至
っ
て
は
、
若
し
圓
壇
是
れ
正
報
な
ら
ば
、「
圓
壇
」
の
両
字
を
、

「
於
」
の
字
の
上
に
置
く
べ
き
な
り
。
故
に
「
圓
壇
」
の
両
字
、「
先
置
」
の
上
に
安
じ
、
依
報
の
義
を
示
す
に
非
ざ
る
耶
。

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
経
文
は
但
だ
正
報
の
五
輪
を
明
か
し
、
疏
家
、
便
り
に
因
っ
て
、
依
報
の
五
輪
を
釈
す
な
り
。
之
れ
に

依
っ
て
疏
の
中
、「
復
次（
６
）」
の
釈
に
、
正
報
の
五
輪
、
具
さ
に
之
れ
を
釈
せ
り
。
況
ん
や
復
た
『
即
身
章
』
に
今
文
を
引
き
、

終
わ
り
に
「
最
上
虚
空（
７
）」

の
句
を
加
う
。
正
報
空
輪
の
義
を
存
す
る
に
非
ず
耶
。

答
う
、
圓
壇
の
文
、
正
報
の
空
輪
を
挙
げ
ば
、
終
わ
り
に
此
の
句
を
置
く
べ
き
こ
と
、
既
に
爾
ら
ず
。
此
れ
乃
ち
依
報
の
空
輪

壇
を
挙
げ
て
、
行
者
の
自
体
を
安
ず
る
な
り
。
依
正
の
影
顕
、
摂
義
多
合
の
通
例
な
り
。
但
し
「
復
次
」
の
釈
は
、
所
顕
を
以

て
釈
し
加
う
る
な
り
。
正
し
く
は
亦
た
経
文
の
正
説
を
釈
す
な
り
。『
即
身
章
』
の
釈
は
、
経
文
に
正
報
の
空
輪
を
闕
く
る
が

故
に
、
更
に
之
れ
を
加
う
。
答
者
の
潤
色
な
る
も
の
歟
。

�

（
高
幡
山
金
剛
寺
所
蔵
本
『
即
身
義
愚
草
』
三
二
丁
左
・
二
行
〜
三
三
丁
左
八
行（
８
））

　

こ
の
「
空
輪
正
報
歟
事
」
で
の
議
論
の
導
入
は
、
弘
法
大
師
空
海
が
『
即
身
成
仏
義
』
に
お
い
て
「
圓
壇
と
は
空
な
り
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
こ
の
「
圓
壇
（
空
輪
）」
は
正
報
（
衆
生
の
身
心
）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
依
報
（
環
境
世
界
）
な
の
か
を
論

ず
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
『
大
日
経
』
の
「
真
言
者
圓
壇　

先
置
於
自
体
云
云
」
の
偈
頌
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
の
問
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【
Ⅰ
図
】「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」

圓
壇
・
風
輪
・
火
輪
・
水
輪
・
地
輪

上
方
　
正
報
の
五
輪
（
自
体
）

下
方
　
依
正
の
五
輪
（
圓
壇
）

【
Ⅱ
図
】「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
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題
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
偈
頌
は
、
行
者
自
身
で
あ
る
正
報
に
五
輪
を
布
字
す
る
五
大
（
五
字
）
厳
身
観
の
文
と
理
解

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
依
報
の
五
輪
を
観
ず
る
道
場
観
と
正
報
の
五
輪
を
布
字
す
る
五
大
（
五
字
）
厳
身
観
と
兼
ね
た
文
と
理
解
す

る
の
か
で
あ
る
。
前
者
の
文
意
と
す
る
な
ら
ば
、「
圓
壇
」
を
含
む
偈
頌
全
体
を
正
報
の
五
輪
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
故
「
真
言
者
、

圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
文
意
と
す
る
な
ら
ば
、
偈
頌
の
最
初
の
「
圓
壇
」
は
依

正
の
空
輪
と
し
、「
成
大
金
剛
輪　

從
此
而
至
心　

當
思
惟
水
輪　

水
輪
上
火
輪　

火
輪
上
風
輪
」
は
正
報
の
四
輪
を
説
い
た
も
の

と
し
、
こ
の
偈
頌
は
依
正
の
上
に
正
報
を
安
ず
る
文
意
で
あ
る
と
の
理
解
に
よ
り
、「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
訓

ず
べ
き
で
あ
る
す
る
。
す
な
わ
ち
前
者
の
意
で
は
Ⅰ
図
と
な
り
、
後
者
の
意
で
は
Ⅱ
図
と
な
る
の
で
あ
る
。

現代密教　第32号　
� P. 43智山伝法院 216.0

302.0
×１

念校 仮＿（43）



現代密教　第32号

― 44 ―

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
頼
瑜
は
後
者
（
Ⅱ
図
）
の
意
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
・
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ⅰ
『
大
日
経
疏
』
は
「
凡
そ
阿
闍
梨
〜
當
に
風
輪
を
作
す
べ
し
、
其
の
色
は
黒
な
り
」
と
、
正
報
を
釈
す
る
文
に
は
、
地
水
火
風

の
四
輪
の
み
を
釈
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
『
大
日
経
』
の
偈
頌
の
「
成
大
金
剛
輪　

従
此
而
至
心　

當
思
惟
水
輪　

水
輪
上

火
輪　

火
輪
上
風
輪
」
の
正
報
の
四
輪
の
部
分
を
釈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
暗
に
偈
頌
の
「
圓
壇
」
は
正
報
で
は
な
く
、

依
正
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

　

ⅱ
ま
た
『
大
日
経
疏
』
に
は
、「
凡
そ
阿
闍
梨
云
云
」
（
９
）

の
正
報
を
釈
す
る
文
の
後
に
、「
次
に
壇
地
を
観
じ
て
、
即
ち
翻
倒
し
て
之

れ
を
置
け
云
云
」）
（1
（

と
依
報
の
五
輪
を
釈
す
る
文
が
あ
り
、
こ
れ
は
偈
頌
の
「
圓
壇
」
を
釈
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

ⅲ
「
圓
壇
を
自
体
に
置
く
」
と
の
文
意
に
訓
ず
る
為
に
は
、「
圓
壇
先
置
於
自
体
」
の
語
順
で
は
な
く
、「
先
置
圓
壇
於
自
体
」
の

語
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　

ⅳ
興
教
大
師
覚
鑁
が
『
大
日
経
』
の
偈
頌
の
最
後
に
、「
最
上
虚
空
輪
」
の
句
を
敢
え
て
加
え
て
い
る
の
は
、『
大
日
経
』
の
偈
頌

に
正
報
の
空
輪
が
闕
け
て
い
る
の
で
、
敢
え
て
付
け
加
え
た
の
で
あ
っ
て
、「
最
上
虚
空
輪
」
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
圓

壇
」
を
正
報
の
空
輪
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
頼
瑜
は
「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
は
、
依
報
と
正
報
と
を
兼
ね
て
説
い
て
い
る
も
の
と
し
、
そ

れ
故
、「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
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ロ
、
道
範
と
頼
寶
・
杲
寶
と
宥
快
の
解
釈

　

次
に
、
頼
瑜
に
前
後
す
る
学
匠
ら
の
主
張
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
頼
瑜
に
先
ん
じ
て
道
範
（
一
一
七
八
〜
一
二
五
二
）
は
、『
即

身
成
仏
義
聞
書
』
に
、

問
う
、「
真
言
者
圓
壇
先
置
於
自
体
」、
其
の
文
点
、
如
何
。

答
う
、
二
点
有
り
。「
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
と
訓
ず
れ
ば
、
空
輪
を
上
に
置
く
義
な
り
。
圓
壇
と
は
空
輪
な
る
が
故
に

な
り
。
次
に
「
圓
壇
に
自
体
を
置
け
」
と
訓
ず
れ
ば
、
空
輪
を
座
と
為
す
義
な
り
。
諸
法
、
空
を
座
と
為
す
義
な
り
。
是
れ
は

倶
に
身
外
の
空
輪
の
事
歟
と
云
云
。�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
一
六
頁
・
上
段
）

と
、
二
種
の
訓
じ
方
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
の
か
は
決
定
し
て
い
な
い
。
つ
ぎ
に
頼
寶
（
一
二
七
九
〜
一
三
三
〇
？
）

口
説
・
杲
寶
（
一
三
〇
六
〜
一
三
六
二
）
記
の
『
即
身
義
東
聞
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

問
う
、
今
最
初
に
虚
空
輪
を
観
ず
る
こ
と
、
何
の
意
有
る
耶
。

答
う
、
此
れ
に
多
義
有
り
。
一
義
に
云
く
、
依
正
不
二
の
義
を
表
わ
す
為
な
り
。
―
中
略
―
今
、
依
報
を
挙
げ
て
「
圓
壇
」
と

云
う
。
正
報
に
付
き
、
地
水
火
風
を
観
じ
て
、
依
正
二
報
、
影
略
互
顕
し
て
各
々
に
五
大
の
観
を
成
ず
る
な
り
。
此
の
義
に
依

ら
ば
、「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
之
れ
を
訓
ず
べ
し
。

又
の
義
に
云
く
、
今
の
空
輪
、
又
た
正
報
に
付
い
て
之
れ
を
観
ず
。
―
中
略
―
正
報
の
五
大
、
同
じ
く
空
輪
の
中
に
之
れ
を
建

立
す
る
旨
を
釈
す
る
な
り
。
是
の
故
に
、
先
ず
空
輪
を
挙
げ
て
、
然
し
て
後
に
四
大
を
観
ず
る
な
り
。
―
中
略
―
此
の
義
に
依
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ら
ば
、「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
と
訓
ず
べ
し
。

経
に
云
く
「
次
に
応
に
持
地
を
念
じ
て
衆
の
形
像
を
図
す
べ
し）
（（
（

」
と
文
り
。『
疏
』
に
釈
し
て
云
く
「
次
に
壇
地
を
観
じ
て
、

即
ち
翻
倒
し
て
之
れ
を
置
け）
（2
（

」
と
文
り
。
依
報
の
観
は
此
の
中
に
之
れ
を
説
く
。
知
る
べ
し
、
上
の
偈
の
「
圓
壇
」
は
正
報
の

所
摂
な
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
一
三
四
頁
・
下
段
〜
一
三
五
頁
・
上
段
の
取
意
）

　

頼
寶
と
杲
寶
は
二
種
の
訓
じ
方
を
挙
げ
て
、「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
は
依
報
と
正
報
と
を
兼
ね
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
、「
真

言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
訓
じ
、
こ
の
偈
頌
の
全
体
は
正
報
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、「
真
言
者
、

圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
と
訓
ず
る
と
す
る
。
こ
の
上
で
、『
大
日
経
』
に
は
、「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
に
続
け
て
、「
次

に
応
に
持
地
を
念
じ
て
衆
の
形
像
を
図
す
べ
し
」
と
説
く
文
が
あ
り
、
こ
の
文
に
対
す
る
注
釈
が
「
次
に
壇
地
を
観
じ
て
、
即
ち
翻

倒
し
て
之
れ
を
置
け
云
云
」
と
の
依
報
に
関
す
る
文
で
あ
る
か
ら
、「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
の
全
体
は
正
報
を
説
い
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
故
、
後
者
の
「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
の
訓
じ
方
を
採
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
宥
快
（
一
三
四
五
〜
一
四
一
六
）
は
、『
即
身
成
仏
義
鈔
』
に
、

一
、
識
大
空
大
を
初
め
に
説
く
事
。
経
文
は
且
く
五
大
の
次
第
を
守
ら
ず
、
不
次
の
説
を
作
す
な
り
。
一
義
に
云
く
、
五
輪
に

於
て
依
正
二
報
の
二
種
の
五
輪
有
り
。
依
報
の
五
輪
は
空
風
火
水
地
と
重
立
す）
（3
（

。
正
報
の
五
輪
は
地
水
火
風
空
と
重
立
す）
（1
（

。
此

の
経
文
、
通
じ
て
依
正
二
報
の
五
輪
を
説
く
。
故
に
空
輪
を
初
め
に
説
く
は
、
依
報
の
五
輪
の
初
め
を
挙
げ
て
、
余
を
兼
ね
、

地
水
火
風
と
次
第
す
る
は
、
正
報
の
四
大
を
挙
げ
て
空
輪
を
兼
ぬ
る
な
り
。
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�

（『
真
言
宗
全
書
』
第
一
三
巻
、
二
五
三
頁
・
上
段
）

と
説
き
、
頼
瑜
も
ま
た
『
即
身
成
仏
義
顕
得
鈔
』（
以
下
、『
顕
得
鈔
』）
に
、

有
る
人
、
経
文
を
訓
じ
て
云
く
、「
圓
壇
於ヲ

先
津ツ

自
体
仁ニ

置
遣ケ

」
と
。
是
れ
空
輪
を
頂
上
に
置
く
意
な
り
。
或
は
云
く
、「
圓
壇

仁ニ

先
津ツ

自
体
於ヲ

置
遣ケ

」
と
。
即
ち
諸
法
は
空
を
座
と
為
る
義
な
り
。
是
れ
は
依
報
な
り
。
―
中
略
―
疏
に
依
正
の
五
輪
を
釈
す

る
に
准
ぜ
ん
に
、
依
正
合
論
す
る
が
故
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
次
第
に
以
て
な
ら
ず
。
謂
く
依
報
に
は
下
の
空
輪
を
挙
げ
て
上
の
四
輪
を
顕
し
、

正
報
に
は
下
の
四
輪
を
挙
げ
て
、
上
の
空
輪
を
示
す
な
り
。
謂
く
依
正
、
互
に
顕
わ
し
て
依
報
の
五
輪
の
上
に
正
報
を
置
く
義

な
り
〈
道
場
観
等
、
之
れ
を
思
え
。
五
輪
各
の
衆
徳
を
具
す
る
が
故
に
、
輪
と
云
う
な
り
〉。

�

（『
真
言
宗
全
集
』
第
一
三
巻
、
三
四
頁
・
下
〜
上
段
の
取
意
）

と
説
い
て
お
り
、
頼
瑜
と
宥
快
（「
一
義
に
云
く
」
と
し
て
で
は
あ
る
が
）
は
、『
大
日
経
』
の
「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
の
内

容
が
、
空
（
圓
壇
）・
地
・
水
・
火
・
風
の
順
に
説
か
れ
て
お
り
、
正
報
の
五
輪
を
自
身
に
布
置
す
る
次
第
が
地
水
火
風
空
の
順
に
、

依
報
の
五
輪
を
建
立
す
る
次
第
が
空
風
火
水
地
の
順
で
あ
る
こ
と
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
偈
頌
の
「
圓
壇
」
は
依
報
の
空
輪

で
あ
り
、
こ
の
依
報
の
空
輪
を
挙
げ
、
そ
れ
を
も
っ
て
依
報
の
地
水
火
風
の
四
輪
を
兼
ね
、「
自
足
而
至
臍　

成
大
金
剛
輪
云
云
」

は
正
報
の
四
輪
を
挙
げ
、
そ
れ
を
も
っ
て
正
報
の
空
輪
を
兼
ね
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
様
な
理
解
に

立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
宥
快
も
一
義
に
お
い
て
「
依
正
合
論
す
る
が
故
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
瑜
と
同
様
に
「
真
言

者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
訓
じ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
、
頼
瑜
を
中
心
と
し
て
『
即
身
成
仏
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
大
日
経
』
の
「
真
言
者
圓
壇
云
云
」
の
偈
頌
の
訓
じ
方
を

見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
道
範
は
二
種
の
訓
じ
方
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
決
択
を
し
て
い
な
い
。
頼
瑜
と
宥
快
は
「
真
言
者
、
圓

壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
の
訓
じ
方
を
採
り
、
頼
寶
・
杲
寶
は
「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
の
訓
じ
方
を
採
っ
て
い
た

こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。

二
、『
即
身
成
仏
義
』「
超
越
二
乗
十
地
」

具
受
灌
頂
受
職
金
剛
名
号
。
従
此
已
後
受
得
広
大
甚
深
不
思
議
法
超
越
二
乗
十
地
。

�
（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
、
五
一
五
頁
・『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
巻
、
二
七
頁
）

�

『
五
秘
密
儀
軌
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
〇
巻
、
五
三
五
頁
・
下
段
）

イ
、
頼
瑜
の
解
釈

　

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
訓
じ
方
は
、「
広
大
甚
深
不
思
議
法
を
受
得
し
て
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
「
広
大
甚
深
不
思
議
の
法
、

二
乗
を
超
越
す
る
十
地
を
受
得
す
る
な
り
」
と
二
様
で
あ
る
。
頼
瑜
は
『
即
身
義
愚
草
』
下
末
の
「
超
越
二
乗
十
地
文　
行
者
所
得

十
地
事
」
で
は
、「
超
越
二
乗
十
地
」
の
「
十
地
」
は
、
所
得
の
果
徳
な
の
か
、
所
修
・
所
越
の
因
行
な
の
か
を
論
じ
て
お
り
、
所

得
の
果
徳
な
ら
ば
「
二
乗
を
超
越
す
る
十
地
」、
所
修
・
所
越
の
因
行
な
ら
ば
「
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
ず
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
に
そ
の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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問
う
、
灌
頂
受
職
の
益
を
挙
げ
て
「
超
越
二
乗
十
地
」
と
文
り
。
今
此
の
十
地
と
は
、
行
者
所
得
の
十
地
と
云
う
べ
し
耶
。

答
う
、
行
者
所
得
の
十
地
に
非
ざ
る
な
り
。

難
じ
て
云
く
、
若
し
所
得
に
非
ず
と
云
わ
ば
、
上
に
既
に
「
不
思
議
の
法
を
以
て
、
仏
家
に
生
在
す

0

0

0

0

0

0

」
と
見
え
た
り
。
仏
家
と

は
十
地
を
指
す
に
非
ず
耶
。
今
文
も
又
た
彼
に
同
ず
る
に
非
ず
耶
。
況
ん
や
復
た
、
下
文
に
「
現
生
に
初
地
を
得

0

0

0

0

0

0

0

」）
（1
（

と
云
う
。

今
の
十
地
を
指
す
に
非
ず
耶
。
若
し
之
れ
に
依
っ
て
此
の
如
く
な
ら
ば
、
既
に
「
超
越
」
と
云
う
。
是
れ
則
ち
所
越
の
十
地
に

し
て
所
得
に
非
ざ
る
な
り
。
例
え
ば
第
八
地
等
を
超
ゆ
と
云
う
が
如
き
耶
。
爾
ら
ば
何
ん
。

答
う
、
今
の
文
相
次
第
は
、
灌
頂
受
職
の
人
、
不
思
議
法
を
得
る
が
故
に
二
乗
十
地
を
超
越
す
と
云
う
な
り
。
若
し
十
地
を
以

て
所
得
の
果
と
為
さ
ば
、
二
乗
も
又
た
然
る
べ
し
耶
。
但
し
難
に
至
っ
て
は
、
顕
密
の
十
地
は
異
な
る
が
故
に
、
前
後
は
所
得

の
密
の
十
地
に
約
し
、
今
文
は
所
越
の
顕
の
十
地
を
挙
ぐ
る
が
故
に
、
違
う
こ
と
無
し
。

�

（
智
山
伝
法
院
編
『
即
身
義
愚
草
』
二
九
五
頁
）

　

こ
の
議
論
の
趣
旨
は
、『
即
身
成
仏
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
五
秘
密
儀
軌
』
の
一
具
の
文
に
、
①
「
生
在
仏
家
」・
②
「
超
越

二
乗
十
地
」・
③
「
現
生
証
得
初
地
」
と
、
十
地
に
関
す
る
句
が
三
箇
所
あ
り
、
こ
れ
ら
の
句
の
十
地
（
初
地
）
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
答
者
、
す
な
わ
ち
頼
瑜
は
、
①
の
句
は
、
頼
瑜
が
『
顕
得
鈔
』
の
中
で
「
阿
字

不
生
の
理
を
証
す
る
を
生
在
仏
家
と
云
う
。
即
ち
初
地
浄
菩
提
心
の
位
な
り）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
密
教
所
得
の
初
地
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
同
様
に
③
の
句
も
『
顕
得
鈔
』
に
「
先
ず
曼
荼
羅
阿
闍
梨
の
加
持
に
依
る
が
故
に
、
現
生
の
中
に
於
て
、
速
や

か
に
初
地
の
功
徳
を
得
。
此
の
人
を
称
し
て
金
剛
薩
埵
と
為）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
密
教
所
得
の
初
地
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
そ
こ
で
②
の
句
で
あ
る
が
、〈
超
越
〉
と
あ
る
こ
と
か
ら
超
え
る
べ
き
十
地
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
顕
教
の
十
地
で
あ
る
と
し
た
。
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よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
訓
じ
方
は
「［
顕
教
の
］
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
ず
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
で
こ
の
議
論
の
最
後
に
、

又
た
の
義
に
云
く
、
所
得
の
果
な
り
。
文
点
、「
広
大
不
思
議
の
法
、
二
乗
を
超
越
す
る
十
地
を
受
得
す
」
と
読
む
べ
き
な
り
。

�

（
智
山
伝
法
院
編
『
頼
瑜
撰　

即
身
義
愚
草
』
二
九
六
頁
）

と
も
述
べ
て
、「
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
で
は
な
く
、「
二
乗
を
超
越
す
る
十
地
」
と
い
う
別
の
訓
じ
方
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
、
お
そ
ら
く
同
一
の
経
典
（『
五
秘
密
儀
軌
』）、
且
つ
灌
頂
の
儀
式
の
過
程
を
説
く
一
段
の
文
の
中
で
、
①
と
②
と
③
の
句
の

十
地
を
順
に
密
・
顕
・
密
と
す
る
理
解
に
は
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
②
の
句
を
「
二
乗
を
超
越
す
る

十
地
」
と
訓
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
句
の
十
地
を
、
す
べ
て
密
教
所
得
の
果
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
考
え
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
違
和
感
を
解
消
す
る
た
め
に
、「
超
越
二
乗
十
地
文　
行
者
所
得
十
地
事
」
に
続
い
て
、「
超
越
二
乗
十
地
文　
密
十
地
事
」

と
題
す
る
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
為
さ
れ
て
い
る
。

問
う
、「
超
越
二
乗
十
地
」
と
文
り
。
今
此
の
十
地
、
密
の
十
地
と
云
う
べ
し
耶
。

答
う
、
云
云
。

難
じ
て
云
く
、
若
し
密
の
十
地
と
云
わ
ば
、
密
の
十
地
は
是
れ
所
得
の
位
な
り
。
何
ぞ
所
越
と
為
す
耶
。
故
に
上
に
「
証
得
歓

喜
地
」
の
文
を
釈
し
て
云
く
、「
顕
教
の
言
う
所
の
初
地
に
非
ず
。
即
ち
是
れ
自
家
仏
乗
の
初
地
な
り
」
と
文
り
。
今
文
、
又

た
下
の
「
証
得
初
地
」
と
は
自
宗
の
初
地
な
り
。
今
の
「
二
乗
十
地
」
は
顕
家
の
十
地
に
摂
す
る
に
非
ず
耶
。
若
し
之
れ
に
依
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っ
て
此
の
如
く
な
ら
ば
、
宗
家
の
一
處
の
釈
の
中
に
、「
灌
頂
受
法
の
人
の
所
修
、
是
れ
仏
境
界
の
行
な
る
が
故
に
、
十
地
菩

薩
の
分
際
に
非
ず
。
行
者
所
得
の
果
は
是
れ
初
地
な
り）
（1
（

」
と
〈
取
意
〉。
此
の
意
、
若
し
行
に
依
る
な
ら
ば
、
仏
の
行
な
る
が

故
に
密
の
十
地
な
り
。
若
し
所
得
の
果
に
依
ら
ば
初
地
の
証
得
な
り
〈
為
言
〉。
爾
ら
ば
何
。

答
う
、
本
よ
り
答
え
申
す
が
如
く
、
密
な
る
べ
し

0

0

0

0

0

。
行
者
に
於
て
行
と
果
の
義
、
異
な
る
が
故
に
、
十
地
に
同
じ
く
超
と
得
と

の
二
義
有
る
な
り
。
故
に
今
の
一
経
文
の
前
後
に
「
十
地
を
得
」
と
云
い
、
今
文
に
「
十
地
を
超
ゆ
」
と
云
う
な
り
。
但
し
上

の
釈
に
於
て
は
、
彼
は
証
得
の
義
に
約
す
る
が
故
に
、
顕
の
十
地
を
遮
す
な
り
。
受
職
灌
頂
の
行
に
非
ざ
る
が
故
に
、
今
文
と

異
な
る
な
り
。

重
ね
て
難
じ
て
云
く
、
二
乗
、
既
に
是
れ
顕
な
り
。
十
地
、
何
ぞ
密
な
る
耶
。
若
し
十
地
、
密
と
云
わ
ば
、
二
乗
も
又
た
真
言

行
者
の
所
得
の
果
な
る
べ
し
耶
。
一
具
の
文
に
於
て
偏
頗
有
る
べ
か
ら
ざ
る
耶
。

答
う
、
二
乗
は
顕
な
る
が
故
に
所
得
の
果
に
約
す
、
二
乗
を
以
て
三
賢
を
得
る
が
故
に
。
真
言
行
者
、
初
地
を
証
得
す
。
故
に

今
文
、
或
い
は
果
、
或
い
は
行
の
所
成
を
并
せ
て
挙
ぐ
。
故
に
顕
密
兼
ね
て
挙
ぐ
る
こ
と
、
何
の
失
ぞ
。

�

（
智
山
伝
法
院
編
『
即
身
義
愚
草
』
二
九
七
〜
一
二
九
八
頁
）

　

前
の
「
超
越
二
乗
十
地
文　
行
者
所
得
十
地
事
」
で
の
議
論
で
は
、
②
の
句
の
十
地
を
一
旦
は
顕
教
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
こ
で

の
議
論
で
は
反
対
に
十
地
を
「
密
な
る
べ
し

0

0

0

0

0

」
と
し
て
い
る
。
一
体
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
そ
の
内

容
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

頼
瑜
は
、
こ
こ
で
は
②
の
句
の
十
地
は
〈
密
教
の
十
地
で
あ
る
〉
と
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
前
の
議
論
に
お

い
て
②
の
句
の
十
地
は
、
超
え
る
べ
き
顕
教
の
十
地
で
あ
る
と
結
論
し
、
そ
れ
故
、「［
顕
教
の
］
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
じ
た
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こ
と
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
頼
瑜
は
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
為
に
、『
五
秘
密
経
』
の
①
と
③
の
句
は
密
教
の
所
得
の
果

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、

②
の
句
は
密
教
の
所
修
の
行

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
二
乗
超
越
す
る
十
地
な
り
」
と
訓
じ
な
く
と
も
、「［
顕
教
所
得
］

二
乗
と
［
密
教
所
修
の
］
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
頼
瑜
は
更
に
『
顕
得
鈔
』
に
お
い
て
、

「
具
受
灌
頂
〈
乃
至
〉
二
乗
十
地
」
と
は
、『
秘
蔵
記
』
に
云
く
、「［
真
言
行
の
菩
薩
、
十
地
を
超
過
す
と
云
う
は
、
其
の
心
、

如
何
。
所
修
の
行
な
り
。
所
得
の
果
を
謂
う
に
は
非
ず
。
如
何
が
其
の
行
、
超
過
す
る
や
。］
初
め
阿
闍
梨
に
従
っ
て
曼
荼
羅

に
入
り
灌
頂
授
法
す
る
人
、
其
の
所
修
の
行
は
、
是
れ
仏
境
界
の
行
な
り
。
十
地
菩
薩
の
分
際
に
非
ず
。［
是
の
故
に
十
地
を

超
過
す
と
曰
う
。
菩
薩
所
行
の
行
、
仏
境
界
の
］
行
な
ら
ば
所
得
の
果
も
亦
た
仏
果
な
る
べ
し
や
。
然
ら
ず
。
現
身
に
初
地
を

獲
得
す
と
経
文
に
明
ら
か
に
説
け
り）
（1
（

」
と
云
云
。

私
に
云
く
、
此
の
釈
に
依
ら
ば
、
今
「
二
乗
十
地
を
超
す
」
と
は
、
十
地
は
所
行
に
約
し
、
二
乗
は
所
得
の
果
に
據
る
歟
。

�

（『
真
言
宗
全
書
』
第
一
三
巻
、
五
四
頁
・
上
段
の
取
意
）

�

『
秘
蔵
記
』
の
引
用
文
は
、
完
全
な
文
と
な
る
よ
う
［　

］
を
補
っ
た
。

と
、『
秘
蔵
記
』
の
文
を
引
用
し
、
こ
こ
に
「
真
言
行
の
菩
薩
、
十
地
を
超
過
す
と
云
う
は
、
所
修
の
行
な
り
。
所
得
の
果
を
謂
う

に
は
非
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
五
秘
密
儀
軌
』
の
②
の
句
を
頼
瑜
は
、「
私
に
云
く
、
此
の
釈
に
依
ら
ば
、
今
、

超
二
乗
十
地
と
は
、
十
地
は
所
行
に
約
し
、
二
乗
は
所
得
の
果
に
據
る
歟
」
と
述
べ
て
、
頼
瑜
は
こ
の
『
秘
蔵
記
』
の
文
と
『
五
秘

密
儀
軌
』
と
を
同
じ
文
意
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
よ
り
、
②
の
句
の
十
地
は
〈
密
の
所
修
の
行
〉
で
あ
る
べ
き
と
決
擇
し
、「［
顕

教
所
得
］
二
乗
と
［
密
教
所
修
の
］
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
じ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
、
こ
こ
ま
で
「
超
越
二
乗
十
地
」
に
関
す
る
議
論
を
見
て
き
た
。
そ
の
中
で
頼
瑜
は
、
先
ず
『
即
身
義
愚
草
』
の
「
超
越
二

乗
十
地
文　

行
者
所
得
十
地
事
」
で
は
、
①
と
②
と
③
の
句
の
十
地
を
順
に
密
教
・
顕
教
・
密
教
の
も
の
と
し
た
。
そ
の
上
で
「
超

越
二
乗
十
地
文　

密
十
地
事
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
句
は
『
五
秘
密
儀
軌
』
と
い
う
同
一
経
典
の
一
具
の
文
中
に
あ
る
の
で
、

す
べ
て
密
教
の
十
地
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
た
だ
単
に
す
べ
て
の
句
を
密
教
の
十
地
と
す
れ
ば
、
②
の
句
は
「
二
乗

を
超
越
す
る
十
地
」
と
訓
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
弘
法
大
師
空
海
の
撰
述）
21
（

で
あ
る
『
秘
蔵
記
』
に
「
真
言
行
菩
薩
超
過
十
地
」

（
こ
れ
は
『
五
秘
密
儀
軌
』
の
「
超
越
二
乗
十
地
」
と
同
義
）
と
あ
る
十
地
は
密
教
の
〈
所
得
の
果
〉
で
は
な
く
〈
所
修
の
行
〉
で

あ
る
と
判
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
、
こ
の
『
五
秘
密
儀
軌
』
の
②
の
句
は
〈
密
教
の
所
修
の
行
〉
と
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
す
な
わ
ち
『
秘
蔵
記
』
と
『
五
秘
密
儀
軌
』
の
両
文
が
同
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
の
句
の
十
地
は
密
教
〈
所
得
の
果
〉、

②
の
句
は
密
教
〈
所
修
の
行
〉、
③
の
句
は
密
教
〈
所
得
の
果
〉
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
頼
瑜
は
三
つ
の
句
を
密
教

も
の
と
し
、
且
つ
②
の
句
を
「
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
ず
べ
き
と
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
、
道
範
と
頼
寶
・
杲
寶
と
宥
快
の
解
釈

　

先
ず
道
範
の
『
即
身
成
仏
義
聞
書
』
に
は
「
超
越
二
乗
十
地
」
の
訓
じ
方
に
関
係
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
次
に
頼
寶
口
・

杲
寶
記
の
『
即
身
義
東
聞
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
生
在
仏
家
」
と
は
、
初
め
て
三
昧
耶
戒
に
入
る
位
な
り
。
―
中
略
―
但
し
今
の
儀
軌
の
中
に
此
の
位
を
判
じ
て
、
地
前
と
為

す
歟
。
其
の
故
は
、
次
下
の
文
に
云
く
「
人
法
二
空
、
平
等
に
し
て
、
現
生
に
即
ち
初
地
に
入
る
」
と
文
り
。
―
中
略
―
凡
そ

此
の
一
儀
軌
の
建
立
は
、
凡
夫
の
位
に
灌
頂
受
法
し
て
仏
家
に
生
在
し
、
乃
至
、
十
地
を
超
越
す
る
功
徳
を
、
総
じ
て
地
前
の
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行
位
と
為
。
―
中
略
―
然
り
と
雖
も
、
凡
地
の
行
位
に
就
い
て
之
れ
を
判
ぜ
ば
、
今
此
の
「
初
め
て
三
昧
耶
に
入
り
て
、
頓
に

一
大
僧
祇
の
福
徳
智
恵
を
集
め
て
、
仏
家
に
生
在
す
」
等
と
は
、
即
ち
是
れ
初
地
な
り
。
次
下
に
「
広
大
甚
深
不
思
議
法
を
受

得
し
、
乃
至
、
二
乗
十
地
を
超
越
す
る
」
は
、
自
証
の
位
な
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
一
九
七
頁
・
下
段
〜
一
九
頁
・
上
段
の
取
意
）

　

杲
寶
等
は
、
一
つ
に
は
①
「
生
在
仏
家
」
と
②
「
超
越
二
乗
十
地
」
の
位
を
地
前
、
③
「
現
生
証
得
初
地
」
の
句
を
地
上
の
初
地

で
あ
る
と
し
、
も
う
一
つ
は
①
「
生
在
仏
家
」
の
位
を
初
地
、
②
「
超
越
二
乗
十
地
」
を
自
証
位
と
す
る
、
二
様
の
解
釈
が
あ
る
と

し
た
上
で
、
以
下
に
続
け
て
、

「
超
越
二
乗
十
地
」
等
と
は
、
是
れ
正
し
く
入
道
場
以
後
の
得
益
を
明
か
す
な
り
。
三
昧
耶
戒
は
則
ち
初
地
の
位
を
得
。
灌
頂

を
受
く
る
時
は
十
地
を
超
越
す
る
な
り
。
是
れ
則
ち
凡
位
を
動
ぜ
ず
し
て
直
ち
に
初
地
乃
至
十
地
を
得
る
な
り
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
二
〇
一
頁
・
下
段
）

と
、
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
の
頼
瑜
の
『
顕
得
鈔
』
に
も
引
用
し
て
い
た
『
秘
蔵
記
』

の
文
を
掲
げ
て
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

一
に
は
云
く
、
初
入
三
昧
耶
の
行
人
の
位
、
凡
夫
地
に
居
す
と
雖
も
、
所
修
の
行
法
に
依
っ
て
「
超
過
十
地
」
と
云
う
。
是
れ

能
行
の
人
に
約
し
て
超
越
を
論
ず
る
に
非
ず
。
偏
え
に
所
修
の
教
法
に
依
っ
て
其
の
徳
を
歎
ず
る
な
り
。
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一
に
は
云
く
、
行
人
の
位
は
、
正
し
く
十
地
を
超
越
す
。
是
れ
則
ち
所
修
の
三
密
の
行
、
仏
境
界
の
法
な
る
が
故
に
、
行
人
は

此
の
法
を
以
て
身
心
を
加
持
す
れ
ば
、
忽
ち
に
本
覚
の
理
智
を
顕
発
す
。
此
の
本
有
薩
埵
の
体
は
、
諸
仏
と
等
同
な
る
故
に
、

十
地
の
境
界
を
超
う
。
但
し
是
の
如
く
の
義
門
、
偏
え
に
教
法
の
加
持
に
依
っ
て
迷
位
の
色
心
を
転
ぜ
ず
し
て
、
忽
ち
に
仏
室

に
住
す
る
義
な
り
。
行
者
正
し
く
断
惑
証
理
し
て
仏
位
を
顕
現
す
る
に
非
ず
。
故
に
「
所
得
の
果
を
謂
う
に
は
非
ず
」
と
云
う

な
り
と
云
云
。

私
に
云
く
、
二
義
の
中
に
初
の
義
は
、
常
途
浅
略
の
意
な
り
。
後
の
義
は
、
深
秘
の
旨
に
契
う
歟
。

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
一
七
巻
、
二
〇
二
頁
・
上
〜
下
段
の
取
意
）

　

杲
寶
等
は
、
こ
の
『
秘
蔵
記
』
の
文
に
対
し
て
二
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
一
つ
め
は
、
所
修
の
教
法
（
所
修
の
行
）
の
徳
に
約

し
て
「
超
過
十
地
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
真
言
行
人
は
凡
夫
地
（
地
前
）
に
あ
っ
て
、
実
際
に
は
十
地
を
超
過
し
て
い
る
の
で
な

い
と
す
る
解
釈
。
二
つ
め
は
、
真
言
行
人
は
実
際
（
身
心
と
も
に
）
に
十
地
を
超
過
し
て
い
る
。
し
か
し
密
教
所
得
の
果
の
位
ま
で

に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
杲
寶
等
は
一
つ
め
は
浅
略
で
あ
り
、
二
つ
め
を
深
秘
と
し
て
、
こ
れ
を
是
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
頼
瑜
の
解
釈
と
比
較
す
れ
ば
、
杲
寶
等
ら
が
浅
略
と
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
深
秘
と
し
て

い
る
解
釈
と
は
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
②
の
句
は
浅
略
深
秘
と
も
「
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
ず
る
こ
と
が
で
き
る

解
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

　

そ
し
て
宥
快
で
あ
る
が
、『
即
身
成
仏
義
鈔
』
に
、
①
「
生
在
仏
家
」
と
②
「
超
越
二
乗
十
地
」
の
両
句
は
、
地
前
と
も
、
ま
た

地
上
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
と
の
問
い
を
発
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
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答
う
、
今
は
加
持
の
功
徳
を
明
か
す
。
凡
そ
入
曼
荼
羅
の
儀
式
は
、
初
地
已
上
心
内
秘
蔵
の
境
界
な
る
故
に
、
凡
夫
な
り
と
雖

も
、
此
の
境
界
に
入
れ
ば
、
如
来
家
に
入
る
な
り
。
又
た
下
の
「
超
越
二
乗
十
地
」
と
は
、『
秘
蔵
記
』
の
中
の
「
真
言
行
の

菩
薩
、
十
地
を
超
過
す
」
の
問
答
の
意
な
り
。
即
ち
所
修
の
行
に
約
し
て
「
超
越
二
乗
十
地
」
と
云
う
な
り
。
後
の
修
行
の
得

益
は
、
是
れ
実
修
実
証
な
り
。
仍
っ
て
相
違
無
し
。
―
中
略
―
「
受
得
広
大
○
二
乗
十
地
」
と
文
り
。
広
大
の
故
に
二
乗
を
超

え
、
甚
深
の
故
に
十
地
を
過
ぐ
と
意
得
る
べ
し
。『
秘
蔵
記
』
の
「
真
言
行
の
菩
薩
、
十
地
を
超
過
す
る
」
の
御
問
答
は
此
の

経
文
の
意
な
り
。
―
中
略
―
「
現
生
証
得
初
地
」
と
は
、
初
地
の
証
理
を
明
か
す
。

�

（『
真
言
宗
全
集
』
第
一
三
巻
、
二
八
三
頁
・
下
段
〜
二
八
五
頁
・
下
段
の
取
意
）

　

宥
快
は
、「
初
地
已
上
心
内
秘
蔵
の
境
界
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
①
の
「
生
在
仏
家
」
の
句
は
密
教
の
位
で
あ
る
と
し
、
次

に
②
の
「
超
越
二
乗
十
地
」
の
句
は
、
前
に
掲
げ
た
『
秘
蔵
記
』
の
文
と
同
じ
文
意
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
故
、
こ
の
句
の
十
地
は
所

修
の
行
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
③
の
「
現
生
証
得
初
地
」
の
句
は
「
初
地
の
証
理
」
と
し
て
、
密
教
所
得
（
証
得
）
の
初
地
と
し

て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
句
に
対
す
る
理
解
は
、
前
に
論
じ
た
頼
瑜
の
最
後
の
結
論
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

お
わ
り
に
か
え
て

　

以
上
、
こ
こ
ま
で
頼
瑜
の
『
即
身
義
愚
草
』
の
議
論
を
起
点
に
し
て
、『
即
身
成
仏
義
』
の
本
文
に
関
す
る
訓
じ
方
に
つ
い
て
論

じ
て
き
た
。「
真
言
者
圓
壇　

先
置
於
自
体
」
の
訓
じ
方
で
は
、
頼
瑜
と
宥
快
は
「
真
言
者
、
圓
壇
に
先
ず
自
体
を
置
け
」
と
訓
じ
、

頼
寶
と
杲
寶
は
「
真
言
者
、
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け
」
と
訓
じ
て
い
た
。
ま
た
「
超
越
二
乗
十
地
」
の
訓
じ
方
に
つ
い
て
は
、
何

れ
の
学
匠
も
「
二
乗
十
地
を
超
越
す
」
と
訓
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
頼
瑜
・
宥
快
と
頼
寶
・
杲
寶
と
で
は
相
違
が
あ
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る
こ
と
が
結
論
で
き
る
。

　

た
だ
、
本
稿
で
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、『
即
身
成
仏
義
』
だ
け
で
あ
り
、
他
の
「
十
巻
章
」
に
お
い
て
も
、
頼
瑜
の
愚
草

類
に
訓
じ
方
に
関
す
る
議
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
調
査
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
機
会
に
応
じ
て
順
次
発
表
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
１
）
こ
の
二
様
の
訓
じ
方
に
加
え
て
、『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
の
註
記
に

は
、
底
本
と
し
た
高
山
寺
本
に
付
さ
れ
た
ヲ
コ
ト
点
に
よ
っ
て
「
真

言
者
、
圓
壇
も
先
ず
自
体
に
置
け
」
の
訓
じ
方
が
あ
る
こ
と
も
記
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）『
即
身
成
仏
義
』
の
「
圓
壇
と
は
空
な
り
。
真
言
者
と
は
心
大
な
り
」

の
文
の
こ
と
。

（
３
）『
即
身
成
仏
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
大
日
経
』
の
「
真
言
者
圓
壇　

先
置
於
自
体
」
の
「
圓
壇
」
の
こ
と
。

（
４
）『
大
日
経
疏
』
の
「
凡
そ
阿
闍
梨
、
大
悲
胎
蔵
を
建
立
し
、
弟
子
を
建

立
せ
ん
と
欲
わ
ん
時
は
、
當
に
先
ず
瑜
伽
に
住
し
て
、
而
も
自
身
を

観
ず
べ
し
。
臍
従
り
以
下
は
當
に
金
剛
輪
を
作
す
べ
し
。
―
中
略
―

次
に
咽
従
り
以
上
、
頂
に
至
っ
て
は
、
當
に
風
輪
を
作
す
べ
し
、
其

の
色
、
黒
な
り
」
の
文
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七

頁
・
下
段
）
の
こ
と
。

（
５
）『
大
日
経
疏
』
の
「
次
に
壇
地
を
観
じ
て
、
即
ち
翻
倒
し
て
之
れ
を
置

け
、
最
上
に
金
剛
輪
を
作
し
、
金
剛
輪
の
下
に
水
輪
を
作
し
、
云
云
」

（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）
と
、
逆
さ

の
五
輪
塔
を
建
立
し
て
、
依
報
た
る
道
場
と
す
る
文
。
こ
こ
に
「
壇

地
＝
依
報
」
と
あ
る
こ
と
に
り
、
頼
瑜
は
こ
の
「
壇
地
＝
依
報
」
は

先
の
「
圓
壇
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
依
報
で
あ
る
と
す
る
。

（
６
）『
大
日
経
疏
』
の
「
復
た
次
に
地
輪
は
正
方
、
水
輪
は
圓
、
火
輪
は
三

角
、
風
輪
は
半
月
形
、
最
上
の
虚
空
は
一
点
を
作
せ
。
其
れ
種
種
の

色
な
り
。
頂
に
在
り
て
十
字
の
縫
の
上
に
置
く
な
り
。
此
れ
是
の
輪

形
は
、
正
し
く
身
分
と
相
称
せ
り
。
此
の
五
位
と
は
、
即
ち
是
れ
前

説
の
五
字
な
り
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・

下
段
）
の
文
の
こ
と
。

（
７
）
覚
鑁
撰
『
真
言
宗
即
身
成
仏
義
章
』
に
「
答
う
、
大
日
経
に
曰
く
、

真
言
者
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
足
自
り
臍
に
至
る
ま
で
大
金
剛

輪
を
成
じ
、
此
れ
従
り
心
に
至
る
ま
で
、
當
に
水
輪
を
思
惟
す
べ
し
。

水
輪
の
上
に
火
輪
あ
り
、
火
輪
の
上
に
風
輪
あ
り
、
最
上
に
虚
空
輪

0

0

0

0

0

0

あ
り

0

0

」（『
興
教
大
師
全
集
』
二
六
四
頁
）
と
あ
る
文
の
「
最
上
に
虚

0

0

0

0
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空
輪
あ
り

0

0

0

0

」
の
句
の
こ
と
。
こ
の
句
は
『
大
日
経
』
に
は
無
く
、
覚

鑁
が
経
の
偈
頌
に
加
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
興
教
大
師

全
集
』
の
送
り
仮
名
に
よ
れ
ば
「
真
言
者
圓
壇
を
先
ず
自
体
に
置
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

と
訓
じ
て
い
る
。『
興
教
大
師
覚
鑁
写
本
集
成
』
所
収
本
（
第
一
巻
、

二
〇
五
頁
）
に
は
、
送
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、『
興

教
大
師
全
集
』
の
よ
う
な
訓
じ
方
で
は
な
く
、「
真
言
者
、
圓
壇
に
自

体
を
置
け
」
と
訓
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
８
）
拙
稿
「
中
性
院
頼
瑜
撰
『
即
身
成
仏
義
愚
草
』
新
出
写
本
に
つ
い
て
」

（
佐
藤
隆
賢
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
教
理
思
想
の
研
究
』、
山

喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
八
年
、
三
七
三
〜
三
七
四
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）

の
文
。

（
（1
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）

の
文
。

（
（（
）『
大
日
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
八
巻
、
三
一
頁
・
上
段
）
の

文
。

（
（2
）『
大
日
経
疏
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）

の
文
。

（
（3
）『
大
日
経
疏
』
に
「
次
に
壇
地
を
観
じ
て
云
云
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
三
九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）
と
あ
る
文
の
こ
と
。

（
（1
）『
大
日
経
疏
』
に
「
凡
そ
阿
闍
梨
云
云
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三

九
巻
、
七
二
七
頁
・
下
段
）
と
あ
る
文
の
こ
と
。

（
（1
）『
即
身
成
仏
義
』
に
「
現
生
に
初
地
を
証
得
し
」
と
あ
る
文
の
こ
と
。

（
（1
）
頼
瑜
撰
『
即
身
成
仏
義
顕
得
鈔
』（『
真
言
宗
全
書
』
第
一
三
巻
、
五

二
頁
・
上
段
）
の
文
。

（
（1
）
頼
瑜
撰
『
即
身
成
仏
義
顕
得
鈔
』（『
真
言
宗
全
書
』
第
一
三
巻
、
五

四
頁
・
下
段
）
の
文
。

（
（1
）『
秘
蔵
記
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
二
輯
、
三
五
頁
）
の
取
意
の
文
。

（
（1
）『
秘
蔵
記
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
第
二
輯
、
三
五
頁
）
の
文
。

（
21
）『
秘
蔵
記
』
の
作
者
を
不
空
口
説
・
恵
果
記
と
す
る
説
、
ま
た
は
恵
果

口
説
・
空
海
記
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
伝
統
教
学
で
は
後
者
の
説
に

よ
り
、
空
海
の
真
作
と
考
え
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

圓
壇　

正
報　

依
報　

十
地　

所
得　

所
越　

道
範　

杲
寶　

宥
快
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